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項目
令和6年度
目標

実績

達成状況
◎:目標を大きく達成

〇：達成
△：達成率８割以上
×：達成率８割未満

資料掲載 備考

１．基盤的保険者機能関係

① サービススタンダードの達成状況を100％とする。 100.0% 100.0% 〇
P4～6

R7.3月時点

R7.3月時点② 現金給付等の申請に係る郵送化率を対前年度以上とする。 94.1％以上 94.2% 〇

③
協会のレセプト点検の査定率（※）について対前年度以上とする。
（※）査定率＝協会のレセプト点検により査定（減額）した額÷協会の医療費総額

0.133%以上 0.083％ ×
P7～11

R7.1月時点

④ 協会の再審査レセプト1件当たりの査定額を対前年度以上とする。 8,920円以上 6,574円 × R7.2月時点

⑤ 返納金債権（診療報酬返還金（不当請求）を除く。）の回収率を対前年度以上とする。 76.12％以上 68.92% △
P12～14

R7.3月時点

R6.11月時点⑥ 日本年金機構回収分も含めた資格喪失後1か月以内の健康保険証回収率を対前年度以上とする。 85.21％以上 85.04％ △

２．戦略的保険者機能関係

① 生活習慣病予防健診受診率を65.3％以上とする。 65.3%以上 64.8％ △

P16～23

R7.3月時点
（速報値）

② 事業者健診データ取得率を10.8％以上とする。 10.8%以上 9.8％ △
R7.3月時点
（速報値）

③ 被扶養者の特定健診受診率を41.7％以上とする。 41.7%以上 35.8% △
R7.3月時点
（速報値）

④ 被保険者の特定保健指導の実施率を20.8％以上とする。 20.8%以上 14.7% ×
P24～27

R7.3月時点
（速報値）

⑤ 被扶養者の特定保健指導の実施率を26.7％以上とする。 26.7%以上 24.8% △
R7.3月時点
（速報値）

⑥ 健診受診月から10か月以内に医療機関を受診した者の割合を対前年度以上とする。 8.4％以上 31.6％ ◎ P28～29 R7.3月時点

⑦ 健康宣言事業所を1,200事業所以上とする。
1,200事業所

以上
1,493事業所 ◎ P30～31 R7.3月時点

⑧ ジェネリック医薬品使用割合（※）を年度末時点で対前年度以上とする。
（※）医科、DPC、調剤、歯科

84.3％以上 90.0% 〇 P34～35 R7.2月時点

⑨
全被保険者数に占める健康保険委員が委嘱されている事業所の被保険者数の割合を47.0％以上と
する。

47.0%以上 56.2% 〇 P37～39
R7.3月時点
（速報値）

⑩ 健康保険委員の委嘱事業所数の拡大に取り組み、委嘱事業所数を対前年度以上とする。
2,311事業所

以上
3,128事業所 ◎ P37～39

R7.3月時点
（速報値）

３．組織体制関係

① 一般競争入札に占める一者応札案件の割合について、15％以下とする。 15.0％以下 0% 〇 P46～47 R7.3月時点

令和６年度 KPI 進捗状況



１ 基盤的保険者機能関係

（１）サービス水準の向上

• すべての申請について、迅速な業務処理を徹底する。特に傷病手当金や出産手当金等の生活保障の性格を有する現金給付については、申

請受付から支給までの標準期間（サービススタンダード：10日間）を遵守する。

• 加入者・事業主の利便性の向上や負担軽減の観点から、郵送による申請を促進する。

• 受電体制の強化及び研修の実施による相談業務の標準化を推進し、加入者や事業主からの相談・照会について的確に対応する。 加えて、

「広報基本方針」及び「広報計画」に基づき加入者等の利便性の向上を図り、相談業務の効率化に繋げる。

• 「お客様満足度調査」や「お客様の声」の活用により業務の課題を洗い出し改善を図ることで、更なる加入者サービスの向上に取り組む。

■ KPI：① サービススタンダードの達成状況を100％とする

② 現金給付等の申請に係る郵送化率を対前年度以上とする

≪令和６年度事業計画≫

数値指標（KPI）
実績

令和５年度 滋賀支部
（参考実績）

令和５年度 全国
目標

令和６年度 滋賀支部
実績

令和６年度 滋賀支部
備考

サービススタンダードの達成状況 100％ 99.99％ 100％ 100％ 令和7年3月時点

現金給付等の申請に係る郵送化率 94.1％ 95.6％ 対前年度以上 94.2％ 令和7年3月時点

≪実施結果≫
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≪実施策≫
• 申請書の業務処理について進捗状況を把握し迅速な業務処理を行う。
• 制度や手続きに関する情報発信において、加入者に分かりやすく伝わりやすい工夫を行い、郵送による申請を促進するとともに相談業務の効率化
を図る。

• 電話対応について、マナー向上のため朝礼で「電話対応基本マナー」の唱和を行う。また説明能力の向上のため、二次対応者による一次対応者
への事例のフィードバックを行う。

• 申請書の処理について1日2回（朝、昼）に進捗状況を確認し業務指示を行った結果、サービススタンダード100％を達成。
• 郵送による現金給付申請書類について、業務グループへの引き渡し時間の繰り上げや前捌き体制の見直しにより標準期間の短縮を図った。
• 繁忙期に際し、電話対応時に郵送による手続きの案内を徹底した。
• 朝礼を活用した「電話対応基本マナー」の唱和の実施や、電話相談対応研修への参加により電話対応マナーやスキルの向上を図った。
• 説明能力向上のため、二次対応者から一次対応者へフィードバックを実施した。
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健康保険給付の受付から振込までの日数の目標の達成率・郵送化率

（申請書受付 郵送化） 平成28年度 平成29年度 平成30年度 令和元年度 令和2年度 令和3年度 令和4年度 令和5年度 令和6年度

郵送化率（％）
滋賀 80.0 85.4 88.3 91.2 93.9 95.5 95.1 94.1 94.2

全国 83.4 86.7 89.3 91.1 94.8 95.5 95.7 95.6 95.8

健康保険給付の受付から振込までの日数の目標の達成率

郵送化率

80.0%

85.4%

88.3%

91.2%

93.9%
95.5% 95.1% 94.1% 94.2%

83.4%

86.7%

89.3%
91.1%

94.8%
95.5% 95.7% 95.6% 95.8%

100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

99.99% 99.99% 99.99% 99.73% 99.92%
99.99% 99.99% 99.99% 100%

75.0%

80.0%

85.0%

90.0%

95.0%

100.0%

95%

96%

97%

98%

99%

100%

平成28年度 平成29年度 平成30年度 令和元年度 令和2年度 令和3年度 令和4年度 令和5年度 令和6年度

郵送化率（滋賀支部）

郵送化率（全国平均）

サービススタンダード（滋賀支部）

サービススタンダード（全国平均）

（サービススタンダード） 平成28年度 平成29年度 平成30年度 令和元年度 令和2年度 令和3年度 令和4年度 令和5年度 令和6年度

健康保険給付の受付から
振込までの日数の目標の
達成率

滋賀 100％ 100％ 100％ 100％ 100％ 100％ 100% 100％ 100％

全国 99.99％ 99.99％ 99.99％ 99.73％ 99.92% 99.99％ 99.99% 99.99％ 100％

健康保険給付の受付から
振込までの平均日数

滋賀 7.82日 8.61日 8.01日 7.85日 7.01日 6.97日 7.70日 5.70日 5.22日

全国 8.11日 8.03日 7.68日 7.87日 7.46日 7.44日 8.14日 6.19日 5.63日

令和7年3月時点

令和7年3月時点

≪評価と課題≫
• 現金給付の申請書処理について、1日2回の進捗管理と人員体制を踏まえた柔軟な業務配分によりサービススタンダード100％達

成と振込までの平均日数の短縮を実現できた。
• 現金給付等の申請に係る郵送化率について、電話対応の際に郵送での手続きを案内を行うなどしKPIを達成することができた。次

年度においてはより分かりやすい広報や各種説明会等を通じて引き続き郵送化促進を図っていく。



１ 基盤的保険者機能関係

≪令和６年度事業計画≫

• 傷病手当金と障害年金等との併給調整について適正に実施する。
• 現金給付の支給決定データ等の分析により不正の疑いが生じた申請については、支給の可否を再確認するとともに、保険給付適正化ＰＴ
（支部内に設置）において内容を精査し、事業主への立入検査を実施するなど、厳正な対応を行う。

• 海外出産育児一時金について、海外の渡航がわかる書類の確認のほか、出産の事実確認等を徹底し、不正請求を防止する。
• 柔道整復施術療養費について、多部位かつ頻回の申請又は負傷部位を意図的に変更する過剰受診（いわゆる「部位ころがし」）の適正化を
図るため、加入者への文書照会などを強化するとともに、疑義が生じた施術所については、面接確認委員会を実施し、重点的に審査を行う。ま
た、あんまマッサージ指圧・はりきゅう施術療養費について、長期かつ頻回等の過剰受診の適正化を図るため、加入者及び施術者へ文書による
施術の必要性について確認するなど、審査を強化する。

• 被扶養者資格の再確認について、マイナンバーを活用した効率的な再確認を実施するとともに、宛所不明による未送達事業所に係る所在地調
査や未提出事業所への勧奨により、被扶養者資格確認リストを確実に回収して、被扶養者資格の再確認を徹底する。

（２）現金給付等の適正化の推進

≪実施策≫
• 日本年金機構・労働基準監督署等関係機関と連携し、早期に併給調整を実施する。
• 現金給付支給決定データの調査や日々の審査業務において、不正が疑われる給付については点検のうえ保険給付適正化PTにおいて内容を精
査し、必要に応じて事業主への立入検査を実施するなど、厳正な対応を行う。

≪実施結果≫

• 傷病手当金と障害年金等の併給調整について、日本年金機構へ照会を行い返納金処理を確実に実施。（3月時点 368件）
• 柔道整復施術療養費において、施術箇所が3部位以上、かつ月15日以上の施術や審査会において疑義が生じた施術所を中心に加入者へ文
書照会を実施。（3月時点 1,852件）

• 柔道整復療養費面接確認委員会による面接指導を通じて、施術所に対し適切な保険請求等に関する指導を行った。（令和6年度 4回）
• 被扶養者資格再確認業務について、滋賀県内年金事務所に対し協力依頼を実施した。また未提出事業所へ提出勧奨を実施（3月時点

1,396件）。提出率は令和7年3月時点で92.3％。
• 海外出産育児一時金の不正請求が疑われた事案1件について、出産事実が確認できなかったため不支給決定を行った。
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≪評価と課題≫
• 柔道整復施術療養費の申請に占める施術箇所が3部位以上、かつ月15日以上の施術の申請の割合は、患者照会や施術所への文書指導

等を実施した結果前年度と同じ割合となった（0.34％）。引き続き患者照会や面接確認委員会等を実施し保険請求の適正化を図っていく。



１ 基盤的保険者機能関係

（３）レセプト点検の精度向上

≪令和６年度事業計画≫

• 「レセプト内容点検行動計画」を策定・実践し、効果的かつ効率的な点検を推進する。
• 自動点検マスタを定期的に更新し、システム点検の効率化を図る。また、社会保険診療報酬支払基金において、審査支払新システム（AI）
によるレセプトの振り分けが行われていること等を踏まえ、内容点検効果の高いレセプト（目視対象に振り分けられたレセプト等）を優先的かつ
重点的に審査する。

• 勉強会や研修等により、点検員のスキルを向上させ、内容点検の更なる質的向上を図る。
• 資格点検、外傷点検を実施し、医療費の適正化に取り組むとともに、マイナンバーカードと健康保険証の一体化の状況を踏まえ、資格点検の
体制の見直しを検討する。

■ KPI：① 協会のレセプト点検の査定率（※）について対前年度以上とする
（※）査定率＝協会のレセプト点検により査定（減額）した額÷協会の医療費総額

② 協会の再審査レセプト1件当たりの査定額を対前年度以上とする

数値指標（KPI）
実績

令和5年度 滋賀支部
（参考実績）
令和5年度 全国

目標
令和6年度 滋賀支部

実績
令和6年度 滋賀支部

備考

協会のレセプト点検の査定率につい
て前年度以上とする

0.133％ 0.156％ 対前年度以上 0.083％ 令和7年2月時点

協会の再審査レセプト1件当たりの
査定額を前年度以上とする

8,920円 8,472円 対前年度以上 6,574円 令和7年2月時点
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ⅰ）効果的な内容点検の実施

≪実施結果≫
• 社会保険診療報酬支払基金の原審査率向上、新型コロナウイルスによる特例措置等終了の影響もあり支部査定率、1件あたりの査定金額は
昨年度を下回っている。

• 内容点検研修や点検員同士の勉強会を随時実施し、事例検証を活発に実施していくことで点検技術向上を図っていく。

≪実施策≫
• レセプト点検の効果向上に向けた行動計画に基づき、効果的なレセプト点検を実施する。
• 内容点検の質的向上を図り、内容点検効果の高いレセプト（高点数レセプト等）を優先的かつ重点的に審査を実施し、効果的かつ効率的な
レセプト点検を実施する。

• 点検員個別の目標達成状況について、審査結果等の傾向を把握し個別面談時に伝達、審査力の向上を図る。
• 内容点検研修及び近隣支部との定期的な勉強会の実施により、点検員のスキルアップを図り、点検効果額の向上につなげる。
• 支払基金との連携を強化し、支払基金改革の進捗状況の情報を引き続き求めていく。また、協会の原審・査定事例についての協議を定例開催
し議論する。

≪評価と課題≫

• 支払基金の査定率向上の影響を受けているが、点検員の審査技術は向上している。しかし、年度末で３名退職となったため、改めて在籍点検

員と新規採用点検員の育成が急務となる。
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レセプト点検の査定率

0.057% 0.064%
0.076%

0.133% 0.083%

0.085% 0.090%
0.106%

0.156% 0.131%

0.000%

0.100%

0.200%

0.300%

0.400%

0.500%

0.600%

令和2年度 令和3年度 令和4年度 令和5年度 令和6年度

査定率（滋賀支部）

査定率（全国平均）

協会査定率（滋賀）

協会査定率（全国平均）

平成30年度 令和元年度 令和２年度 令和3年度 令和４年度

医療費総額 滋賀 47,821,548,790円 49,370,101,310円 47,244,724,400円 50,898,520,050円 53,775,622,780円

査定額 滋賀 44,166,830円 29,723,670円 26,917,700円 32,385,150円 40,993,270円

査定率
滋賀 -% -% 0.057％ 0.064％ 0.076%

全国 -％ -％ 0.085% 0.090％ 0.106％

令和５年度 令和６年度

医療費総額 滋賀 53,531,515,020円 54,191,547,030円

査定額 滋賀 71,023,230円 45,242,160円

査定率
滋賀 0.133％ 0.083％

全国 0.156％ 0.131％



ⅱ）効果的な資格点検の実施
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≪実施結果≫
• 資格点検は順調に実施。医療機関照会は昨年度と比べ減少している（昨年度上期平均１４０件）

≪実施策≫
• 資格点検の進捗管理を着実に実施し、債権発生後の速やかな回収を図る。

≪評価と課題≫

• 資格点検は順調に実施しており、速やかな債権調定につなげている。自動化も進められているため、今後は他業務への業務量のシフトを実
施していく。

ⅲ）効果的な外傷点検の実施

≪実施結果≫

• 負傷原因照会及び再照会は順調に実施している。求償関係はスケジュールに沿って実施できている。

≪実施策≫
• 迅速な処理、照会を実施し、未回答者については再送付を実施のうえ提出を促し、照会回答を得ることにより、第三者行為による傷病届の
提出勧奨、提出を確実に実施する。

• 負傷原因回答により、業務上災害及び第三者行為による加害者求償について、勧奨、調査決定を着実に実施する。また請求漏れを防止
するため進捗管理を確実に実施する。

≪評価と課題≫

• 求償業務は年度末の残件数は昨年度を上回るものの順調に実施できている。業務上傷病の調査、調定も速やかに実施できている。
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ⅳ）多受診者への適正受診指導の強化

≪実施結果≫
• 令和７年３月末現在４名対象。令和7年1月にアンケートを送付。引き続き経過を確認し、文書照会等を行う。

≪実施策≫
• システムから多受診データを取得し、対象者へ適正受診の照会文書を送付するとともに、その後の受診状況を管理する。
（対象条件：月あたりのレセプト件数20件以上）

≪評価と課題≫
• 反応のない対象者へのアプローチを工夫して啓発を進め理解を得ていくことが課題となる。



１ 基盤的保険者機能関係

（４）債権管理・回収と返納金債権発生防止の強化

≪令和６年度事業計画≫
• 発生した債権（返納金、損害賠償金等）については、全件調定及び納付書の速やかな送付を徹底するとともに、「債権管理・回収計画」に基
づき、早期回収に向けた取組を着実かつ確実に実施する。

• 無資格受診に係る返納金の発生を抑止するため、業務マニュアル等に基づき、保険証未返納者に対する早期の返納催告を確実に実施する。
• 日本年金機構と連携し、資格喪失時における保険証の返納について、事業所等へ周知徹底を図る。併せて、オンライン資格確認やレセプト振
替・分割による無資格受診の発生抑止効果をより向上させるため、事業所から早期かつ適正な届出が行われるよう、周知広報を実施する。

■ KPI：①返納金債権（診療報酬返還金（不当請求）を除く。）の回収率を対前年度以上とする
②日本年金機構回収分も含めた資格喪失後1か月以内の健康保険証回収率を対前年度以上とする
※マイナンバーカードと健康保険証の一体化（健康保険証の廃止）が行われるまでの取組とする
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数値指標（KPI）
実績

令和5年度 滋賀支部
実績

令和5年度 全国
目標

令和6年度 滋賀支部
実績

令和6年度 滋賀支部
備考

返納金債権（診療報酬返還金（不当請
求）を除く。）の回収率を対前年度以上
とする

76.12％ 63.35％ 対前年度以上 68.92% 令和7年3月時点

日本年金機構回収分も含めた資格喪失
後1か月以内の健康保険証回収率を対前
年度以上とする

85.21％ 82.10% 対前年度以上 85.04％ 令和6年11月時点

数値指標（支部）
目標

令和6年度 滋賀支部
実績

令和6年度 滋賀支部
備考

債権残高（返納金）について前年度より下回る。 72,558,199円以下 81,080,027円 令和7年3月時点

債権管理・保険者間調整による返納金回収件数（債務者数）に
ついて前年度を上回る。

248件以上 250件 令和7年3月時点
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≪実施結果≫

≪実施策≫
• 債権回収計画に基づき以下の施策を実施する。
I. 債権回収計画を策定し、調定業務の円滑な全件実施、計画的に文書や電話、訪問による催告を実施する。また、催告について

実施方法を工夫し早期納付を促進する。
II. 保険者間調整を積極的に活用するため、債務者に利用勧奨を実施する。また、勧奨方法を工夫し債務者からの申請に繋げる。

未反応や不履行な債務者に対し、法的手続きを実施する。
III. 保険証未返納者への文書催告を資格喪失処理後、早期に（おおむね１か月）３回実施する。（日本年金機構実施分含む）

※電子申請分は２回実施（日本年金機構では催告をしていない）。
IV. 保険証未返納者への電話催告を実施し無資格受診の拡大を防止する。

• 調定業務については随時実施しており、特に高額債権については早期に対応している。保険者間調整について勧奨文書

を発送。また定期的な文書催告、弁護士による催告を活用し納付につなげている。

• 法的手続きにより、自主納付または債権差押えによる強制執行につなげている。

• 結果としては第4四半期に高額債権が発生したこともあり債権回収率は昨年度を下回った。

≪評価と課題≫

• 保険証回収率については昨年度を下回ったものの、催告等はスケジュールに沿って実施。

• 債権回収については、年金との調整、業務上傷病等については回収率も高かったものの、無資格受診については、高額債権につい

て債務者とのコンタクトが取れないものもあり、回収率が伸び悩んだ。高額債権についての早期アプローチが引き続き課題となる。

• 弁護士名催告の活用により納付につながる案件も多く、令和７年度についても積極的に活用していく。
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債権回収年度別推移

56.16% 54.11% 53.40% 55.48% 54.35% 53.29%
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（令和6年11月時点）
保険証回収率（一般加入者・任意継続）※ＫＰＩ～令和６年１１月

（令和7年3月時点）

（令和7年3月時点）



１ 基盤的保険者機能関係

（５）ICT化の推進

≪令和６年度事業計画≫

ⅰ）オンライン資格確認等システムの周知徹底
• 医療DXの基盤であるオンライン資格確認等システムについて、制度の概要やメリットを加入者・事業主に周知する。 特に、2023年1月より運
用が開始された電子処方箋については、重複投薬の防止など、良質かつ効率的な医療の提供に繋がることから、加入者・事業主にその意義を
理解いただけるよう、様々な広報媒体を活用し、周知する。

• マイナンバーを正確に収録するため、システムによる確認の改善及び加入者に対するマイナンバーの照会を適切に行う。
ⅱ）マイナンバーカードと健康保険証の一体化への対応
• マイナンバーカードと健康保険証の一体化後も加入者が適切な保険診療を効率的かつ支障なく受けられるよう、マイナンバーカードの健康保険
証利用を推進するとともに、制度に係る広報や資格確認書の円滑な発行等に取り組む。
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≪実施結果≫
• 各種広報媒体（広報紙、メルマガ、LINE、新聞、ホームページ等）にてマイナ保険証に関する広報を実施。
• 経済団体への制度説明、算定基礎届説明会での協力依頼を実施。
• マイナ保険証に関する説明を7/19開催の商工会議所連合会の全体会議で実施。
• 9/6開催の社会保険労務士会事務講習会で説明。
• 令和5年度（R5.4～R6.3）の診療において、マイナ保険証の利用がないと思われる加入者へ広報パンフレットを送付。

≪実施策≫

• オンライン資格確認等システムについて、制度の概要やメリットを定期広報やホームページ等を活用して、加入者・事業主に周知広報を実施する。
• マイナンバーカードと健康保険証の一体化後も加入者が適切な保険診療を効率的かつ支障なく受けられるよう、マイナンバーカードの健康保険証
利用を推進するとともに、定期広報やホームページ等を活用して制度に関する周知広報を実施する。

≪評価と課題≫
• 様々な広報媒体を使って周知広報を行うとともに、顔の見える地域ネットワークを活用し、各関係団体にも広報協力をお願いするなど、様々な
機会を捉えて広報を実施した。

• 国が公表しているマイナ保険証利用率（令和7年3月）では、滋賀県は31.53％（全国9位）となっている。



２ 戦略的保険者機能関係

（１）第3期保健事業実施計画（データヘルス計画）に基づく取組

• 「特定健診・特定保健指導の推進」「重症化予防の対策」「コラボヘルスの取組」を柱とし、第３期保健事業実施計画（データヘルス計画）に
基づく取組を着実に実施する。その際には、「特定健診・特定保健指導データ分析報告書」や「支部別スコアリングレポート」のほか、情報系シス
テム等の分析ツールを用いてPDCAサイクルを回し、取組の実効性を高める。

• 支部において保健事業を担う専門職たる保健師の複数名体制を構築・維持するため、計画的かつ継続的な採用活動を実施する。
• 保健師及び管理栄養士を中心とした人材の更なる資質向上を図るため、支部保健師に対し、全国研修に加え、新たにブロック単位による研修
を実施する。

（滋賀支部データヘルス計画）

□対策を進めるべき重大な疾患（10年以上経過後に達するゴール）

糖尿病性腎症による新規透析患者を2022年度（29名）より減少させる。

□６年後に達成する目標（健康課題を踏まえた検査値の改善等の目標）

糖尿病領域者（空腹時血糖値126ｍｇ/ｄｌ以上又はHｂA1ｃ6.5%以上）の割合について、6年後に予想される伸びを抑え、6.37%

以下にする。

≪令和６年度事業計画≫
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≪実施策≫
• 「特定健診・特定保健指導の推進」、「コラボヘルスの取組」、「重症化予防の対策」を基本的な実施事項とする第３期保健事業実施計画
（データヘルス計画）に基づく取組を着実かつ効果的、効率的に実施する。

• 実施に当たっては、定量的かつアウトカムを重視した目標の設定により、PDCAサイクルを一層強化する。
• 健康アクション宣言事業所（以下「宣言事業所」という。）への事業所カルテの定期的な提供を実施する。
• 県及び市町との健康づくりの推進に係る覚書に基づき、自治体住民・加入者の健康増進を目的として協働で医療費分析を行い、目標達成に
向けた取組を実施する。また、支部ごとの加入者の健康・医療データをまとめた支部別スコアリングレポートによるデータ分析を行い、効果的な取
組を実施する。



ⅰ 特定健診実施率・事業者健診データ取得率等の向上

≪令和６年度事業計画≫

• 被保険者に対する生活習慣病予防健診（特定健診の項目にがん検診の項目等を加えたもの）について、健診・保健指導カルテ等を活用し
て、実施率への影響が大きいと見込まれる事業所や業態等を選定し、重点的かつ優先的に働きかけることで、効率的・効果的な受診勧奨を実
施する。また、2023年度に実施した自己負担の軽減に加え、2024年度から付加健診の対象年齢を拡大するとともに、「顔の見える地域ネット
ワーク」を活用した受診勧奨等の取組を推進する。

• 被扶養者に対する特定健診について、実施率の向上を図るため、市町との協定締結を進めるなど連携を推進し、がん検診との同時実施等の拡
大を図る。

• 事業者健診データの取得について、事業主・健診機関・協会（３者間）での提供・運用スキームのもとで、40歳未満も含めた事業者健診
データが健診機関を通じて確実に協会に提供されるよう、関係団体等と連携した円滑な運用を図る。

■KPI：① 生活習慣病予防健診実施率を65.3％以上とする

② 事業者健診データ取得率を10.8％以上とする

③ 被扶養者の特定健診実施率を41.7％以上とする

２（１）第３期保健事業実施計画（データヘルス計画）に基づく取組
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数値指標（KPI）
実績

令和5年度 滋賀支部
（参考実績）

令和５年度 全国
目標

令和6年度 滋賀支部
実績

令和6年度 滋賀支部
備考

生活習慣病予防健診実施率 73.8% 57.7% 65.3% 64.8% 87,478人/134,979人
令和7年3月時点（速報値）

事業者健診データ取得率 8.0% 7.1% 10.8% 9.8% 13,240人/134,979人
令和7年3月時点（速報値）

被扶養者の特定健診実施率 39.4% 28.3% 41.7% 35.8% 13,177人/ 36,757人
令和7年3月時点（速報値）



①生活習慣病予防健診（被保険者）
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≪実施結果≫

≪実施策≫

• 生活習慣病予防健診を利用していない事業所や利用率の低い事業所へ、DM送付や電話による利用勧奨を実施する。なお、電話勧奨結果
を分析等することで、利用しない要因等を把握し、ボトルネックに応じた対応策等を検討する。

• 生活習慣病予防健診を利用していない対象者へ、個別の未受診者勧奨を検討する。勧奨に併せて、集団健診の会場および日程を周知広
報することで、受診しやすい環境を整備する。

• 経済団体（商工会議所等）へ、生活習慣病予防健診の受診勧奨を実施する。

• 未受診事業所あて受診勧奨案内文書送付（9/24発送：4,710事業所）、送付後に電話勧奨を実施（10月中）
送付対象：過去2年の受診率が0%から50%以下、対象者1名以上100名以下の事業所（対象者1名は大津市内の事業所）
DMには、集団健診の案内に加えて、生活習慣病予防健診実施機関一覧も併せて掲載することで、事業所側が受診方法を選択できるようにした。
⇒受診勧奨を実施した1015事業所（21.5%）、2,091名（受診率13.8%）において受診が確認できた。

• 県内の商工会、商工会議所を訪問し、各商工会等で実施している集団健診のメニューに、生活習慣病予防健診を取り入れてもらうよう商工会担
当者、健診機関担当者、協会けんぽ担当者の3者による打ち合わせを実施できたケースもあるなど、経済団体へアプローチを実施した。
⇒令和6年度から生活導入決定：東近江商工会（協会けんぽ加入者約100名）、豊郷町商工会（約30名）、多賀町商工会（約100
名）、安土町商工会（約130名）

≪評価と課題≫

• 令和6年度まで、未受診事業所あて受診勧奨案内文書を送付し、電話勧奨を実施することで、一定数の健診受診に繋がったが、令和7年度
は、受診勧奨を未受診事業所ではなく、未受診者個人へ受診勧奨文書を送付することで、直接個人への行動変容を促す。

• 2年間における県内の商工会、商工会議所へのアプローチにより、合計７つの商工会等にて集団健診のメニューに生活習慣病予防健診を取り入
れてもらうことができた。



生活習慣病予防健診実績の推移

平成25年度 平成26年度 平成27年度 平成28年度 平成29年度 平成30年度 令和元年度 令和2年度 令和3年度 令和4年度 令和5年度 令和6年度

対象者数
(40～74歳) 110,419人 114,035人 118,390人 122,156人 127,123人 131,872人 135,773人 137,794人 139,710人 136,609人 137,523人 134,979人

受診者数
（実績） 61,647人 65,880人 69,152人 73,199人 78,045人 83,444人 89,002人 88,602人 92,233人 97,183人 101,554人 87,478人

実
施
率

滋
賀

55.8％ 57.8％ 58.4％ 59.9％ 61.4％ 63.3％ 65.6％ 64.3％ 66.0％ 71.6％ 73.8%
64.8%

（速報値）

全
国

45.7％ 46.7％ 48.0％ 48.5％ 49.6％ 50.8％ 52.3％ 51.0％ 53.6％ 56.4％ 57.7% ー

55.8% 57.8% 58.4% 59.9% 61.4% 63.3% 65.6% 64.3% 66.0%

71.6% 73.8%

64.8%

45.7% 46.7% 48.0% 48.5% 49.6% 50.8% 52.3% 51.0%
53.6%

56.4% 57.7%
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生活習慣病予防健診実施率

（滋賀支部）

生活習慣病予防健診実施率

（全国平均）

令和7年3月時点
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② 事業者健診データ取得（被保険者）
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≪実施結果≫

≪実施策≫

• 事業者健診結果データの取得促進に向けて、滋賀労働局や関係団体と連携した取り組みを継続実施する。
• 事業者健診結果データの提供についての同意書をすでに協会けんぽへ提出している事業所の健診結果データの進捗管理を行い、健診機関か
らのデータ提出漏れを防止する。

• 昨年度健診結果データ提供に同意のあった事業所のうち、健診機関でのデータ作成ができない健診機関又はクリニック等で受診されている事
業所へ、健診2か月前に事前にお知らせを実施した。

⇒紙媒体での取得件数：650件
• 事業者健診結果データの取得促進に向けて、滋賀労働局との連名勧奨を11/1に送付。勧奨対象は、健診対象者数（35歳以上）が3名

以上、令和4年度、令和5年度の健診受診率が0％かつ令和6年度の健診受診率0％の事業所（1,474社）。

⇒同意書取得数：135事業所（取得率9.2%）同意書に基づいて、各健診機関へデータ作成を依頼した。

≪評価と課題≫

• 健診機関におけるデータ作成の進捗確認を実施し、確実にデータを取得できるよう働きかけを実施したことで、事業者健診結果データの取得
数が令和5年度と比べ増加した。

• 令和4年1月に施行された改正健康保険法により、40歳未満の方の健診結果データを取得し、保健事業へ活用することが可能となったた
め、さらなる取得数拡大に向け、事業所及び健診機関へアプローチする必要がある。
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事業者健診結果データ取得実績の推移

平成25年度 平成26年度 平成27年度 平成28年度 平成29年度 平成30年度 令和元年度 令和2年度 令和3年度 令和4年度 令和5年度 令和6年度

対象者数
(40～74歳) 110,419人 114,035人 118,390人 122,156人 127,123人 131,872人 135,773人 137,794人 139,710人 136,609人 137,523人 134,979人

受診者数
（実績） 5,848人 8,301人 9,034人 10,314人 6,506人 10,862人 14,501人 15,481人 18,565人 13,862人 10,999人 13,240人

実
施
率

滋賀 5.3％ 7.3％ 7.6％ 8.4％ 5.1％ 8.2％ 10.7％ 11.2％ 13.3％ 10.2％ 8.0%
9.8%

（速報値）

全国 4.4％ 5.2％ 4.6％ 6.2％ 6.4％ 7.0％ 7.6％ 8.0％ 8.5％ 8.8％ 7.1% ー
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事業者健診データ取得率

（滋賀支部）

事業者健診データ取得率

（全国平均）

令和7年3月時点



③ 被扶養者の特定健診

22

≪実施策≫

• 被扶養者の特定健診について、受診者の利便性の向上や内容の充実を図るため、市町との連携によるがん検診同時実施や、オプショナル健
診等の付加価値を活用した集団健診を継続実施する。

• 無料健診を最大限生かすため、過去の申し込み状況を把握し、開催日数を増やすなど、受診率向上を図る。
• 特定健診実施率等の向上を図るため無料健診受診者へのアンケート結果を分析しボトルネックの類型に応じた対応方針を検討する。

≪実施結果≫

• 無料健診について、内容は令和5年度事業を継続実施。これまでの申込状況やアンケート結果をもとに傾向を把握し、土日の開催などより申込
率が高まるよう会場日程を設定した。市町との連携によるがん検診同時実施や、オプショナル健診等の付加価値を活用した集団健診を継続実施
した。また、昨年同様に10月・11月の会場を対象に再勧奨（8/8）を実施した。冬季無料健診（1月－3月）の案内を11/18送付し、年間
を通して集団健診を実施した。（最終勧奨1/17）
⇒年間58会場125日間（うち、がん検診同時実施71日間）実施。

• 市町との連携によるがん検診同時実施に向け、市町へ訪問による勧奨を実施した。

≪評価と課題≫

• 令和6年度においても年間を通して無料健診を会場にて実施（令和5年度より4日間増加、がん検診同時実施は13日間増加）したことで、健
診 実施率が若干増加した。7割を超える方が、前年度も無料健診を実施しており、無料健診が定着していることがうかがえる。また、2割弱の方が
前年度未受診者であり、新規の受診者獲得に繋がった。

• 無料健診の申し込みについて、令和6年度までハガキによる受付を実施してきたが、令和7年度から、利便性による更なる受診者の増加のため健
診機関による受付予約（ネット、電話）の導入を開始した。
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特定健診受診率実績の推移

平成25年度 平成26年度 平成27年度 平成28年度 平成29年度 平成30年度 令和元年度 令和２年度 令和3年度 令和4年度 令和5年度 令和6年度

対象者数
(40～74歳) 39,692人 39,884人 39,580人 39,012人 39,187人 39,159人 39,196人 38,758人 37,819人 38,493人 34,209人 36,757人

受診者数
（実績） 9,562人 9,411人 10,288人 10,368人 11,894人 12,339人 13,441人 13,058人 14,525人 13,949人 13,488人 13,177人

実
施
率

滋賀 24.1％ 23.6％ 26.0％ 26.6％ 30.4％ 31.5％ 34.3％ 33.7％ 38.4％ 39.6％ 39.4%
35.8%

（速報値）

全国 17.7％ 19.3％ 21.0％ 22.2％ 23.2％ 24.4％ 23.8％ 21.3％ 26.2％ 27.7％ 28.3% ー
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特定健診実施率

（滋賀支部）

特定健診実施率

（全国平均）

令和7年3月時点



ⅱ 特定保健指導の実施率及び質の向上

≪令和６年度事業計画≫

• 2022年度に策定した標準モデルに沿った特定保健指導の利用案内（指導機会の確保を含む）の徹底を図る。
• 健診・保健指導カルテ等を活用して、実施率への影響が大きいと見込まれる事業所や業態等を選定し、重点的かつ優先的に働きかけることで、
効率的・効果的な利用勧奨を実施する。

• 経年的に特定保健指導の利用がない事業所に情報提供するため、特定保健指導実施率が高い事業所における職場環境整備に関する創
意工夫について、事例集等を作成する。

• 質を確保しつつ外部委託の更なる推進を図り、健診・保健指導を一貫して実施できるよう、健診当日の初回面談の実施をより一層推進する。
• 2024年度から開始される第４期特定健診・特定保健指導において、「評価体系の見直し」（特定保健指導の実績評価にアウトカム指標が
導入され、主要達成目標を「腹囲２センチかつ体重２キロ減」とし、生活習慣病予防につながる行動変容や「腹囲1センチかつ体重1キロ減」を
その他目標として設定する）に基づく成果を重視した特定保健指導を推進するため、協会における運用、効果的な保健指導において備えるべ
き要素等のスキル習得に向けた研修を行う。

• また、特定保健指導の成果の見える化を図るとともに、ICTを組み合わせた特定保健指導を推進するための環境整備に取り組む。
■ KPI：① 被保険者の特定保健指導の実施率を20.8％以上とする

② 被扶養者の特定保健指導の実施率を26.7％以上とする

２（１）第３期保健事業実施計画（データヘルス計画）に基づく取組
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数値指標（KPI）
実績

令和5年度 滋賀支部
（参考実績）

令和５年度 全国
目標

令和6年度 滋賀支部
実績

令和6年度 滋賀支部
備考

被保険者の特定保健指導の実施率 17.1% 19.8% 20.8% 14.7% 3,007人/20,442人
令和7年3月時点（速報値）

被扶養者の特定保健指導の実施率 26.3% 15.6% 26.7% 24.8% 327人/1,319人
令和7年3月時点（速報値）



①被保険者
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≪実施結果≫
• 保健指導実施機関、健康アクション宣言事業所へ実施率向上へ向けての働きかけ
• 保健指導未実施機関へ新規契約締結に向けての働きかけ
• 専門委託機関（ベネフィット・ワン）への外部委託拡充（他支部加入者、支部から案内し拒否された事業所）
• 共同利用不可事業所、任継加入者へ個人宛に保健指導案内文書送付
• 業界団体（トラック協会、タクシー協会、バス協会）と連携した保健指導実施に向けた勧奨の実施

≪実施策≫
• 健診、特定保健指導を一貫して行うことができるよう健診当日の初回面談について、健診機関への働きかけを行う。
• 特定保健指導の対象者が多くかつ実施率の低い事業所へのトップセールス（訪問勧奨）等を行う。
• 宣言事業所への重点的な勧奨として、案内文書の文面を変更することや、保健師、職員による事業所訪問を行い、特定保健指導の実施を
勧奨する。

• 専門委託機関での特定保健指導実施について、委託件数を増やすなど外部委託の拡充を検討する。
• 特定保健指導未委託機関への積極的な勧奨により、新規委託機関を増加することで、対象者の利便性向上を図る。

≪評価と課題≫
• 自営と比べ委託（健診機関・専門委託機関）での実施率が低い。特に大規模健診機関での実施率が低いため、健診機関とトップセールスを
含め、協議を繰り返すことで実施率向上を目指す。

• 事業所における特定保健指導の受け入れ数の増加を目指し、職員、保健師等による事業所訪問を継続して行い、事業所及び対象者の理解
を得る必要がある。
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特定保健指導実施率（被保険者）の推移
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特定保健指導実施率

（滋賀支部）

特定保健指導実施率

（全国平均）

平成25年度平成26年度平成27年度平成28年度平成29年度平成30年度令和元年度 令和2年度 令和3年度 令和4年度 令和5年度 令和6年度

対象者数
(40～74歳)

滋賀 13,482人 14,351人 15,139人 16,115人 16,922人 18,303人 18,942人 18,365人 19,501人 20,492人 19,817人 20,442人

受診者数
（実績）

滋賀 1,836人 2,548人 2,436人 2,838人 2,900人 3,483人 4,069人 3,182人 3,635人 3,547人 3,389人 3,007人

実施率

滋賀 13.6% 17.8% 16.1% 17.6% 17.1% 19.0% 21.5％ 17.3％ 18.6％ 19.1％ 17.1%
14.7%

（速報値）

全国 13.3% 14.1% 12.5% 12.9% 13.2% 16.0％ 17.4％ 15.3％ 18.2％ 18.3％ 19.8% ー

令和7年3月時点



②被扶養者
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≪実施結果≫
• 無料健診当日の実施率向上のため、会場視察の際に、健診機関に実施状況を確認の上、他機関の好事例を踏まえた勧奨を実施。
• 健診当日に保健指導が実施できなかった方へ、後日利用券の案内を送付。
• 健診当日の初回面談実施を推進するため、健診機関や担当地域の選定に当たっては、採点方式により、特定保健指導の実績が

良い健診機関を優先して配置した。

≪実施策≫
• 無料健診当日の保健指導実施を確実なものにするため、調達時の仕様の見直しや、年度途中における実績の公表なども行うことでより効果
的に実施率向上に繋げる。

• 無料健診機関の受託条件として特定保健指導の実施率を評価点として加点することで、今年度の実施状況が、次年度の無料健診の受託
業務に関係してくることを認識してもらう。

• 健診当日に保健指導を利用できなかった方への後日利用券を送付する。

令和7年3月時点

平成25年度 平成26年度 平成27年度 平成28年度 平成29年度 平成30年度 令和元年度 令和2年度 令和3年度 令和4年度 令和5年度 令和6年度

対象者数
(40～74歳)

滋賀 1,004人 869人 929人 903人 1,155人 1,181人 1,333人 1,278人 1,448人 1,361人 1,247人 1,319人

受診者数
（実績）

滋賀 90人 113人 113人 103人 76人 151人 381人 393人 350人 350人 328人 327人

実施率

滋賀 9.0% 13.0% 12.2% 11.4% 6.6% 12.8% 28.6％ 30.8％ 24.3％ 25.7％ 26.3%
24.8%

（速報値）

全国 2.7% 3.3% 3.5% 3.6% 4.5% 5.4％ 11.8％ 13.1％ 12.8％ 15.5％ 15.6% －

≪評価と課題≫
• 令和6年度において、前年度より実施率が増加した。無料健診の健診実施機関の受託条件として、前年度の特定保健指導の実施率を評価点
として加点することで、特定保健指導の実施率が高い健診実施機関を有利に選定し、実施率向上を目指している。この調達方法により、健診実
施機関において特定保健指導の実施を意識させている。



ⅲ 重症化予防対策の推進

≪令和６年度事業計画≫

• 従来のメタボリックシンドローム対策としての未治療者への受診勧奨を着実に実施するとともに、特定健診を受診した被扶養者や事業者健診
データを取得した者等に対する受診勧奨を新たに実施する。

• 糖尿病性腎症重症化予防事業について、これまでの取組の効果を検証し、引き続き、かかりつけ医等と連携した取組を効果的に実施する。ま
た、加入者のQOLの維持及び医療費適正化の観点から、外部有識者の研究成果を踏まえ、人工透析につながる要因となる糖尿病性腎症に
対する受診勧奨を拡充する。

■ KPI：健診受診月から10か月以内に医療機関を受診した者の割合を対前年度以上とする

２（１）第３期保健事業実施計画（データヘルス計画）に基づく取組
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数値指標（KPI）
実績

令和5年度 滋賀支部
（参考実績）

令和５年度 全国
目標

令和6年度 滋賀支部
実績

令和6年度 滋賀支部
備考

健診受診月から10か月以内に医療機関
を受診した者の割合

8.4% 9.2% 対前年度以上 31.6% 令和7年3月時点
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≪実施策≫
○未治療者に対する受診勧奨における二次勧奨実施
• 協会けんぽ本部が実施する一次勧奨後に支部から、より重症域の対象者へ、文書勧奨及び電話勧奨の二次勧奨を実施する。
• 二次勧奨時の文書勧奨に使用するリーフレットの内容を見直し、より視覚的に医療機関への受診の必要性を感じてもらえるように工夫する。
• 労働安全衛生の観点から事業所における受診勧奨の取り組みを促進するため、事業主が従業員に対して声掛けがしやすいポスターを作成し
配布する。ポスターの配布については、効果を高める関係団体と連携協力を図る。

○糖尿病性腎症に係る重症化予防事業
• 甲賀健康福祉事務所との連携協力により、健診受診後に、早期に診断し適切な治療を受けられる連携体制を作ることで（勧奨文書に連携
医リストを同封）、医師の指示に基づき、協会けんぽの保健師が保健指導を実施し生活改善の介入を図ることで、重症化を予防する。

• この事業を継続し、他の圏域で連携医の協力体制等が整っている圏域への展開を検討する。
• 滋賀県、滋賀県医師会、滋賀県保険者協議会との連携による「糖尿病性腎症重症化予防に係る連携協定」の取り組みにより、滋賀県の未
治療者の医療機関受診を高める。

≪実施結果≫

• 本部から1次勧奨送付後、より重症域にある方で回答のない方へ支部から2次勧奨を実施。2週間以内に回答のない方へ、電話による勧奨を

実施。

• 甲賀圏域で実施している糖尿病性腎症に係る重症化予防事業（糖尿病連携医制度）を継続実施するとともに、他の圏域へも展開するため

会議の場にて意見発信を実施。（東近江圏域、湖南圏域）

• 未受診者受診勧奨ポスターの作成。（9/19配布）
⇒昨年度までの労働局、労働基準協会、トラック協会の連名に加え、今年度は、タクシー協会、バス協会、建設業協会も連名に同意。
関係団体と連携し、関係団体より配布していただくことで、効果的に事業を展開した。（労働基準協会：1,400事業所、
トラック協会：720事業所、タクシー協会：25事業所、バス協会：35事業所、建設業協会：450事業所）

• 支部作成の早期受診勧奨リーフレットを健診機関へ提供し、健診結果が「要再検査・要治療」であった方へ健診結果への同封を依頼し、健診
機関からの勧奨を実施した。

≪評価と課題≫
• 滋賀支部は、健診受診月から10か月以内に医療機関を受診した者の割合が31.6%であり、全国平均以下である。早期受診を促す受診
勧奨 ポスターの作成及び配布による広報のほか、健診実施機関からの勧奨が有効と考えられるため、今後も効果的な勧奨を検討していく。



ⅳ 健康経営（コラボヘルスの推進）

≪令和６年度事業計画≫
• 宣言事業所数の拡大とともに、宣言事業所における健康づくりの取組の質を担保するため、プロセス及びコンテンツの標準化（事業所カルテの
活用及び健診受診率・特定保健指導実施率の目標値設定等の必須化）を図り、事業主と連携した加入者の健康づくりを推進する。

• 中小企業における健康づくりを推進するため、商工会議所等との協定締結を推進し、健康づくりの取組の充実を図る。
• 若年期から高齢期までの生涯を通じた加入者の健康増進を見据え、40歳未満も含めた医療費・健診データの分析に基づく地域や業態、年
代別などの健康課題（喫煙や運動、メンタルヘルス対策とも関連する睡眠など）に着目した実効性のあるポピュレーションアプローチを推進する。

• メンタルヘルス対策について、産業保健総合支援センター等と連携した取組を積極的に推進する。

■ KPI：健康宣言事業所数を1,200事業所以上とする。

数値指標（KPI）
実績

令和5年度 滋賀支部
目標

令和6年度 滋賀支部
実績

令和6年度 滋賀支部
備考

健康経営宣言事業所数 1,048事業所 1,200事業所 1,493事業所 令和7年3月時点

２（１）第３期保健事業実施計画（データヘルス計画）に基づく取組
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≪実施結果≫
• 健康教室の実施件数は前年度と同水準実施し、健康機器の貸し出し件数は前年度を上回り、事業所の健康増進事業に役立てた。
• 健康経営事例集を作成し、健康宣言事業所での取組の参考とするために展開した。また、健康宣言事業所の採用活動に寄与を目的に教育委
員会就労部会にて、進路指導の教員にコラボヘルス事業・健康宣言事業を紹介した。

• 健康経営セミナーを滋賀県産業保健総合支援センターと共催し、滋賀県医師会長から女性のメンタルヘルスに関する講演をいただき、参加者数
が昨年度を大きく上回った。

• 新規宣言勧奨は、ターゲットを絞って実施し、目標獲得率5％（約280件）を上回る約7％（約400件）の宣言を獲得した。

≪実施策≫
• 健康教室を開催し、事業所における健康づくりの推進を支援する。なお、開催方法は、WEBによる開催も含め事業所の利便性に配慮する。
• 健康測定機器等を事業所に貸し出すことで、事業所内での健康意識を高め健康経営の機運を高める。
• 優良法人認定を受けた事業所の取組事例集を作成し、好事例の横展開を図る。
• 事業主や経営層を対象としたセミナーを開催し、健康経営の重要性を訴求する。開催にあたっては、オンライン形式なども含め柔軟に対応する。
• 宣言事業所に、季節に合わせた健康管理のポイントやタイムリーな情報を提供するため、情報誌等を配付し健康経営の質の向上を図る。
• 宣言事業所の勧奨では文書勧奨に加え電話勧奨を行うことにより、新たな宣言事業所を獲得する。



（単位）事業所

平成28年度 平成29年度 平成30年度 令和元年度 令和2年度 令和3年度 令和4年度 令和5年度 令和6年度

健康教室実施数 30 41 47 37 60 67 84 96 90

平成28年度 平成29年度 平成30年度 令和元年度 令和2年度 令和3年度 令和4年度 令和5年度 令和6年度

健康測定機器貸出数
（※）

40 66 73 98 101 114 160 167 177

46 101 207 288 358 468
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健康経営宣言事業所数

平成28年度 平成29年度 平成30年度 令和元年度 令和2年度 令和3年度 令和4年度 令和5年度 令和6年度

健康経営宣言
事業所数

46 101 207 288 358 468 937 1,048 1,493

31（※）令和3年度までは、血管年齢測定器貸出数。令和4年度以降は、糖化度測定器および血管年齢測定器の貸出数となる。

≪評価と課題≫

• 健康宣言事業所数は目標152件の新規宣言に対し、445件の新規宣言を獲得し、KPIを達成した。また、健康教室、機器貸出とも
に概ね目標通りの実施をすることができた。また、健康経営セミナーにおいても関係機関と連携した取組となり、コラボヘルスの推進が図
れた。

• 今後、健康宣言事業所、特に健康教室や機器貸出事業が健康サポート利用率向上や重症化予防事業につなげていく方策の検討
が必要。



２ 戦略的保険者機能関係

（２）データ分析に基づく事業実施

≪令和６年度事業計画≫

• 医療費適正化等に向けたデータ分析に基づく事業及び情報発信を実施するため、本部との連携を強化し、医療費・健診データ等を活用して地
域差等の分析を行う。

• 地域差等の特徴や課題を把握するため、本部から提供されたデータ及び情報系システムから抽出したデータ等を用い、「顔の見える地域ネット
ワーク」も活用した事業を実施する。分析に際しては、分析の精度を高めるため、外部有識者との共同分析を推進する。

• 調査研究・分析の成果を内外に広く情報発信するため、「調査研究フォーラム」を開催するとともに、調査研究報告書の発行及び各種学会で
の発表を行う。

• データ分析に基づく事業の実施等を推進するため、医療費・健診データ等分析用マニュアルを活用するほか、統計分析研修や本部との連携強
化による人材育成を通して、調査研究の質の底上げを図る。

ⅰ 支部における医療費・健診データ等の分析結果の活用及び分析能力の向上
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≪実施結果≫
• データを活用した分析や事業を推進するため、データ抽出に有効なtableauの操作研修を実施。
• 近畿ブロック分析担当者ミーティングを開催し、Tableauを活用したデータ抽出及び事例共有。
• 健康サポートによるリスク保有状況の変化に関する分析を実施
概要：R4服薬なし・運動習慣なし者で、R5服薬なし・運動習慣ありとなった者を対象に、保健指導の有無でリスク保有状況の変化を検証
結果：統計的に優位な差は認められなかった。

≪実施策≫
• 本部の統計分析研修や支部の調査分析プロジェクトチーム及び本部と支部の連携強化による人材育成等を通して、支部の医療費・健診デー
タ等を活用した調査研究を更に推進する。

≪評価と課題≫
• 支部におけるデータ分析の裾野を広げる取組は、着実に実施できている。
• 事業につながるエビデンスを作っていくため、更なる検討が必要。



ⅱ 外部有識者を活用した調査研究成果の活用・好事例の横展開

≪令和６年度事業計画≫

• 協会が保有している医療費・健診データ等について、居住地・業態等別の分析が可能という優位性を活かして外部有識者の知見を活用した調

査研究を推進する。外部有識者が行う調査研究の円滑な実施のため、研究への助言等を行う。

• 第５期アクションプランにおいて整理した本部主導型のパイロット事業の仕組みのもと、確立された効果的な手法を用いた事業を推進する。

• データ分析や事業企画等を本部とプロジェクト対象３支部（北海道、徳島、佐賀支部）が連携して検討・実施する「保険者努力重点支援プ

ロジェクト」において、2023年度に決定した保険料率上昇の抑制が期待できる事業を実施する。なお、その際には、「顔の見える地域ネットワー

ク」を活用した取組や意見発信等も行う。

２（２）データ分析に基づく事業実施
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≪実施結果≫
• 令和６年度第２回評議会で示した支部医療費等にかかる重点課題に対応するため、令和７年度保険者機能強化予算において、本部が実施
した「保険者努力重点支援プロジェクト」の事業を参考に乳がん検診・子宮頸がん検診未受診者への検診受診勧奨事業及び男性の大腸がん、
女性の乳がん・子宮頸がんにおいて要精検又は要治療者への医療機関受診勧奨事業を特別枠予算で申請し、承認を得た。

≪実施策≫

• 地域差の要因等についての調査研究を実施する。調査研究を進める上で必要が生じた場合は、近隣の大学や研究機関など外部有識者の知
見等を得て、「顔の見える地域ネットワーク」を活用した医療費適正化に向けた事業を実施する。

• 全国と比較した医療費の特徴を把握し、それを深掘分析してターゲットを明確にした事業企画を行うことができた。
• 令和７年度に実施する事業について、評価を適切に行い、PDCAサイクルを回していくことが必要。

≪評価と課題≫



２ 戦略的保険者機能関係

（３）医療資源の適正使用

≪令和６年度事業計画≫
ⅰ）ジェネリック医薬品の使用促進
• 協会のジェネリック医薬品使用割合は、2023年３月診療分で81.7％と、80%以上の水準まで達している。この水準を維持・向上できるよう、
データ分析に基づき重点的に取り組む地域や年齢層を明確にした上で、地域の実情に応じた一層の使用促進に取り組む。

• 加入者にジェネリック医薬品について正確に理解いただけるよう、広報等に取り組むとともに、医療機関や地域ごとに策定する医薬品の使用指針
であるフォーミュラリについて、その導入状況等を踏まえた取組を行う。

ⅱ）バイオシミラー（バイオ後続品）の使用促進
• 国の方針（※1）を踏まえ、2024年度パイロット事業等を通じ、取組方法の確立や効果検証を行う。
（※1）「2029年度末までに、バイオシミラーに80％以上置き換わった成分数が全体の成分数の60％以上にすることを目指す」
ⅲ）ポリファーマシー（多剤服用の有害事象）等対策
• ポリファーマシー、急性気道感染症・急性下痢症に対する抗菌薬処方等の有害事象や効果が乏しいというエビデンスがあることが指摘されている
医療及び医療資源の投入量に地域差がある医療について、データ分析に基づき実態等を把握した上で、医療関係者への情報提供や、加入
者への周知・啓発を図る。

ⅳ）上手な医療のかかり方
• 医療資源の適正使用の観点から、かかりつけ医を持つことの意義、時間外受診・はしご受診の問題点、セルフメディケーションの推進やリフィル処
方箋の仕組みについて、加入者への周知・啓発を図る。

ⅰ）～ⅳ）の取組については、「顔の見える地域ネットワーク」を最大限に活用して事業展開を図る。
■ KPI：ジェネリック医薬品使用割合（※2）を年度末時点で対前年度以上とする。

（※2）医科、DPC、調剤、歯科
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数値指標（KPI）
実績

令和5年度 滋賀支部
（参考）実績
令和5年度 全国

目標
令和6年度 滋賀支部

実績
令和6年度 滋賀支部

備考

ジェネリック医薬品使用割合 84.3％ 83.6％ 対前年度以上 90.0％ 令和7年2月時点

≪実施策≫
• 医療機関と薬局へジェネリック医薬品使用状況等の情報提供サービスの年2回の提供を継続して行う。
• レセプトデータから時間外受診が確認された加入者に対し、時間外加算等の制度に係る広報を実施し、上手な医療のかかり方に関する啓発を
行う。

• 県や保険者協議会と協力する等「顔の見える地域ネットワーク」を活用することで、県内の医療関係団体等へ積極的に働きかけを行う。
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≪実施結果≫

• 本部から提供された令和６年度GEカルテ等を用い、医療機関と薬局へジェネリック医薬品使用状況等の情報提供を発送した。
• 時間外受診のレセプトがある者を抽出し、不要不急と思われる傷病で受診している者に対して、時間外加算等の制度に係る広報を実施した。

ジェネリック医薬品使用状況 <新指標による後発医薬品割合（数量ベース）>

注１．協会けんぽ（一般分）の医科、DPC、歯科、調剤レセプトについて集計したものである。（ただし、電子レセプトに限る。）
なお、DPCレセプトについては、直接の診療報酬請求の対象としていないコーディングデータを集計対象としている。

注２．「数量」は、薬価基準告示上の規格単位ごとに数えたものをいう。
注３．[後発医薬品の数量]／（[後発医薬品のある先発医薬品の数量]＋[後発医薬品の数量]）で算出している。医薬品の区分は、厚生労働省「各先発医薬品の後発医薬品の有無に関する情報」による。
注４．「国全体の使用割合_調剤」は「調剤医療費（電算処理分）の動向」（厚生労働省）、「国全体の使用割合_医科・DPC・調剤・歯科」は「医薬品価格調査」（厚生労働省）による。
注５．後発医薬品の収載月には、後発医薬品が初めて収載される先発医薬品があると算出式の分母の対象となる先発医薬品が増えることにより、後発医薬品割合が低くなることがある。

令和7年2月時点

≪評価と課題≫

• ジェネリック医薬品使用割合は、長期収載品の選定療養費制度が始まった10月以降、大きく伸びた。特に20歳未満の若年層におけ
る伸び率が高かった。今後、更に医薬品の使用状況の動向に注視し、金額ベースの伸び率に寄与するターゲットの選定が必要。



≪令和６年度事業計画≫

ⅰ）医療計画及び医療費適正化計画に係る意見発信
• 医療計画及び医療費適正化計画に掲げられた内容の着実な実施に向けて、都道府県の取組の進捗状況を把握しつつ、協会が保有する医
療費・健診データの分析結果を活用し、他の保険者等とも連携して、積極的に意見発信を行う。

ⅱ）医療提供体制等に係る意見発信
• 効率的・効果的な医療提供体制の構築に向けて、地域医療構想調整会議や医療審議会、健康づくりや医療費適正化に関する都道府県の
会議において、協会が保有する医療費・健診データの分析結果（医療費の地域差や患者の流出入状況等）や国・都道府県等から提供され
た医療データ等を活用し、エビデンスに基づく効果的な意見発信を行う。

ⅲ）医療保険制度の持続可能性の確保等に向けた意見発信
• 協会の財政が今後厳しさを増すことが予想されることを踏まえ、保険者協議会等において、加入者の健康増進や医療保険制度の持続可能性
の確保、地域包括ケアの構築等に関する意見発信を積極的に行う。

• また、持続可能な医療保険制度の構築に向けて、国に対し、関係団体とも連携しつつ、医療保険制度改革に係る要請を行う。
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≪実施結果≫
• 保険者協議会において、地域の医療費・健診結果データの分析を共同で実施。協会けんぽからは滋賀支部加入者のデータ（匿名加工したも
の）を提供し、データ分析を実施。

≪実施策≫

• 調査分析プロジェクトチーム等で医療費・健診データ等を活用した分析を行い、県内の特徴的な傾向を把握することによって意見発信につなげ
る。

• 調査分析プロジェクトチーム等で医療費の地域差や患者の流出入状況等に関する分析を行い、県内の特徴的な傾向を把握することによって意
見発信につなげる。

• 分析結果については、評議会や健康づくり推進協議会等で報告し、加入者や事業主、関係機関に情報提供を行う。

２ 戦略的保険者機能関係

（４）地域の医療提供体制等へのデータを活用した意見発信

≪評価と課題≫

• 保険者協議会において、県民の健康データを集約した成果物を作成。
• 地域医療提供体制の構築に資する、地域ごとの年齢階級や疾病毎の受診状況等のデータ分析を継続していく。



≪令和６年度事業計画≫

• 協会の運営の持続可能性を維持するためには、医療費適正化の意義や健康づくり等の協会の取組内容について、加入者・事業主に正確に
理解いただくことが必要である。

• このため、統一的・計画的・効果的な広報の取組を強化し、協会として目指すべき広報の姿を示す「広報基本方針」に基づき、具体的な広報
内容・広報スケジュールを提示する「広報計画」を策定し、実施する。

• 具体的には、
①加入者・事業主目線で、分かりやすく、アクセスしやすい広報を実施する
②テーマに応じた多様な広報媒体や手法を組み合わせた効果的な広報を実施する
③地域・職域特性を踏まえ、連携して広報を実施する
④評価・検証・改善のプロセス（PDCAサイクル）を回すことを基本姿勢とし、協会の財政状況や医療費適正化・健康づくり等の取組について、
より積極的に発信し、加入者・事業主に一層の理解・協力を求めていく。

• 広報テーマに応じた広報資材を活用するとともに、地域・職域特性を踏まえたきめ細かい広報及び地元メディアへの積極的な発信を行う。
• 健康保険委員について、委嘱拡大に取り組むとともに、健康保険委員活動の活性化を図るため、健康保険制度に関する相談対応や従業員
の健康づくり等について、研修会や広報誌等を通じて情報提供を行う。また、更に健康保険委員の活動を活性化させる取組について検討する。

• 加入者及び事業主にインセンティブ制度の仕組みや意義を理解いただけるよう、周知広報を行う。

■ KPI：全被保険者数に占める健康保険委員が委嘱されている事業所の被保険者数の割合を47.0％以上とするとともに、委嘱事業所数の

拡大にも取り組み、委嘱事業所数を対前年度以上とする

数値指標（KPI）
実績

令和5年度 滋賀支部
（参考実績）
令和5年度 全国

目標
令和6年度 滋賀支部

実績
令和6年度 滋賀支部

備考

健康保険委員が委嘱されている事業所の
被保険者数の割合

45.41％ 52.64％ 47.0％ 56.2％ 令和７年３月時点

健康保険委員が委嘱されている事業所数 2,311事業所 299,538事業所 対前年度以上 3,128事業所 令和７年３月時点

２ 戦略的保険者機能関係
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（５）広報活動や「顔の見える地域ネットワーク」を通じた加入者等の理解促進
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≪実施結果≫

• マイナ保険証や保険料率等の広報において、関係団体への協力を依頼し、協会独自広報に加え関係団体からの広報を実施することで、加入
者及び事業主の理解の促進を図った。

• マイナ保険証利用にかかる広報として、県内全ての小学３～６年生に配布される防災ハンドブックへの広告掲載及びラジオCMの作成・放送の
による広報を行った。

• 滋賀レイクスと連携した重症化予防を呼びかける医療費適正化ポスターを作成し、健康保険委員委嘱事業所を中心に配付した。
• インセンティブ制度や健康づくりサイクルにかかるWEB広報を実施し、想定（約200万回表示）を上回る約350万回の表示がされ、広告のク
リック数は20,000クリックを超えた。また、合わせてLINEの友だち登録を呼びかた。

• 健康保険委員の拡大に向けて、文書及び電話による登録勧奨を実施し、目標獲得率10％（約250件）を上回る約28％（約700件）の
健康保険委員登録があった。

≪実施策≫

• 協会の「広報基本方針」に基づき、加入者へ適切な時期に適切な情報が届くよう、支部の広報計画を作成する。その際、「顔の見える地域
ネットワーク」を活用した加入者等の理解促進についても計画に盛り込む。

• WEBを活用した医療費適正化の広報を実施し、加入者に広く制度の周知を行う。
• 県内小学生に配布されるハンドブックを活用して#8000等の広報を実施し、子ども医療費の適正化を図る。
• 正しい医療のかかり方に関する周知広報をテレビCM等のメディアを活用して実施する。
• 健康保険委員の拡大に向けた広報物の作成に加え、文書勧奨後の電話勧奨を新たに実施することでKPIの達成を図る。
• 職場の従業員の目に留まる医療費適正化に係るポスターを作成し、事業所に向けた広報を実施する。
• 加入者へインセンティブ制度の仕組みや意義をより広く周知するため、メディア等を活用した広報を実施する。また、経済団体の定期広報誌等
を活用し、事業主に向けて情報提供を行う。

≪評価と課題≫

• 健康保険委員拡大の文書勧奨において、あらかじめ必要事項を記載したTA方式にて実施したことが目標を大きく上回る要因の一つと考えてい
る。

• 今年度から新たに始めたLINE広報について、WEB広報を用いて友だち追加を周知したことにより、令和７年度末時点で全国で最も多くなった。
• 今後、健康保険委員向け広報及びLINEの配信内容を充実させ、医療費適正化や健康づくりの取組につなげていくことが必要。
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滋賀支部

全国平均

KPI（47.0％）

全被保険者数に占める健康保険委員が委嘱されている事業所の被保険者数の割合と事業所数

平成29年度 平成30年度 令和元年度 令和２年度 令和３年度 令和４年度 令和5年度 令和6年度 KPI達成率

委嘱者数
滋賀 1,315 1,423 1,596 1,814 2,055 2,642 2,692 3,623

全国 139,639 164,401 193,712 218,205 253,626 288,836 320,669 353,239

被保険者カバー
率

滋賀 33.3％ 35.7％ 40.4％ 43.0％ 41.1％ 43.2％ 45.4％ 56.2％ 119.6％

全国 35.0％ 39.5％ 42.3％ 45.2％ 47.6％ 50.8％ 52.6％ 54.18％

委嘱事業所数
滋賀 1,165 1,266 1,392 1,569 1,742 2,234 2,311 3128 135.4％

全国 129,879 152,952 179,989 203,425 237,006 270,059 299,538 328,886

支部：令和７年３月時点
全国：令和７年３月時点
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３ 組織・運営体制関係

（１）人事制度の適正な運用等

≪令和６年度事業計画≫

• 目標に対する実績や発揮された能力に基づく人事評価の結果を適正に処遇に反映することで実績や能力本位かつ適材適所の人事を推進する。

• 支部の業務量の調査結果を踏まえ、人員配置のあり方を検討し、支部毎の適正な人員配置数を決定するとともに、人事異動等の機会をとらえ

て適正な人員数に向けた人員配置を段階的に実施する。

• 保険者機能を一層発揮するため、職員のキャリア形成を計画的かつ効果的に行う観点から、職場では業務経験を通じて職員の成長を促し、ま
た、役職に応じた階層別研修及び業務遂行上必要となる専門的なスキル等を習得する業務別研修を組み合わせて実施することで組織基盤の
底上げを図る。

• 加えて、更なる保険者機能の発揮に必要となる能力を兼ね揃えた人材を育成するため、研修の体系や内容等の見直しを引き続き検討する。
• その他、支部がそれぞれの課題等に応じた研修を行うほか、受講者参加型のオンライン研修やeラーニングにより多様な研修機会の確保を図る。
また、通信教育講座による自己啓発に対する支援を行う。
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≪実施結果≫

• ４月に令和５年度下期の実績評価及び令和５年度能力評価の面談、10月に令和６年度上期の実績評価の面談を実施した。
• 業務見直しの検討において、ショート研修の在り方を見直しし、必要なときに必要な方法により、効率的かつ効果的に実施した。
• 自己啓発の受講を促し、３割を超える職員が受講した。

≪実施策≫
• 協会の理念の実現に向けて、日々の業務遂行を通じて組織目標を達成するための適切な個人目標を設定する。
• 面談等を通じ、組織目標を達成するための適切な進捗管理を行う。
• 「ＯＪＴ」「集合研修」「自己啓発」を効果的に組み合わせて人材育成を推進する。
• 支部の研修を充実させ、職員の業務知識やビジネススキル等の向上を図る。
• ショート研修等の業務に関する支部内勉強会を定期的に実施し、支部職員全体の業務知識の底上げを図る。

≪評価と課題≫

• 幹部職及び管理職が出席する進捗会議を毎月開催し、各グループごとに設定されているKPI等の目標達成に向けた進捗確認を実施した。
• 職員の業務知識に加え、基礎的能力の底上げを更に図り、効率的な業務運営を行う基盤整備を行っていく。



３ 組織・運営体制関係

（２）働き方改革の推進等

≪令和６年度事業計画≫

• すべての職員にとって健康で働きやすい職場環境を整備し、職員がモチベーションを維持しながら、効率的に業務に取り組めるように、仕事と生

活の両立支援をはじめ働き方改革を推進する。

• 具体的には、病気の治療、子育て・介護等と仕事の両立支援、ハラスメント防止やメンタルヘルス対策等の取組を進める。
• また、法律に基づき協会が策定した一般事業主行動計画に沿って、年次有給休暇や育児休業の取得促進に取り組む。
• 協会職員が共通の目的意識のもとに保険者機能の発揮に取り組むことが可能となるよう、本部・支部間や支部間の連携のより一層の強化に
向けて、研修の際、討論の場を設けるなど、職員同士の様々な意見交換や情報交換の機会づくりに積極的に取り組み、課題の把握力及び解
決力の強化に努める。

• 本部の主要課題や支部の取組の好事例などを広く職員が共有できるよう、組織内の情報発信の強化に取り組む。
• 支部業績評価の評価項目の進捗管理を適切に行い、他支部との比較を通じて支部の業績を向上させ、取組の底上げを図る。

≪実施結果≫

• 令和６年１月から令和６年４月にかけて業務見直しの検討を行い、業務の削減及び効率化を図った。
• 令和７年１月に全職員に向けて、業務改善提案の募集し、業務改善提案委員会を開催した上で、実施策を検討した。
• 毎月、超過勤務実績や年次有給休暇の取得状況を確認し、労務管理を徹底した。

≪実施策≫

• 健康で働きやすい職場環境の整備に向けて、業務の棚卸し等を定期的に実施し、超過勤務の縮減等に努める。
• 自由闊達な議論や意見交換ができる風通しのよい組織づくりに積極的に取り組む。
• 毎月実施している進捗会議において、支部業績評価項目の進捗管理を行う。
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≪評価と課題≫

• 職員の多能化の推進に加え、職種を問わず全職員から業務見直しの提案を募集したことで、超過勤務時間の縮減を達成し、ワークライフ
バランスの充実に寄与した。

• 年次有給休暇の取得率の職層毎による偏りが平準化を更に促進していく必要がある。



３ 組織・運営体制関係

（３）内部統制等

≪令和６年度事業計画≫

• リスクの発生の抑制及びリスクが発生した場合の損失の最小化を図るため、業務遂行の阻害となるリスクの網羅的な洗い出し、分析、評価、対
策の検討等の取組を拡充する。

• 適正かつ効率的に業務を遂行するため、多岐にわたる規程、細則、マニュアル等を点検し、体系的に整備を進める。
• 階層別研修やeラーニングの活用等により、職員が協会の内部統制やリスク管理の重要性について理解した上で常に高い意識を持って業務遂
行できるよう意識啓発を図る。

• 保有する個人情報の漏洩等を防止し、厳格に管理するため、全職員に個人情報の保護に関する研修を実施する。
• 個人情報保護管理委員会を開催し、個人情報保護管理体制の現状把握と問題点の是正を通じて、個人情報の保護の徹底を図る。

ⅰ 内部統制の強化、個人情報の保護の徹底
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≪実施結果≫

• リスクに関する職員の必須研修（ハラスメント・個人情報保護・コンプライアンス・情報セキュリティ・メンタルヘルス）を実施した。
• 情報セキュリティにかかる理解度テスト及び情報セキュリティ自己点検を実施した。
• 令和６年度個人情報保護委員会を、6・9・12月の３回開催した（第４四半期分は４月に開催）。

≪実施策≫
• 各種マニュアル等の順守について認識を深めるため、リスク管理に関する必須研修を全職員が高い意識を持って受講するよう意識啓発を併せて
行う。

• 個人情報保護管理委員会を四半期に一度定期的に開催する。また、事務処理誤りの発生等により必要が生じた際は、臨時の委員会を開催
し、個人情報保護の徹底について更なる啓発を行う。

≪評価と課題≫

• 情報セキュリティ自己点検の結果が昨年度より悪化している項目があるため、支部課題を踏まえ対策計画を実施していく。
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取組事項 活用するツール 実施頻度

保存期間を経過した法人文書の適切な廃棄 年２回 ４月 ５月

共有フォルダに保存されている情報の管理・点検 目視及び必要に応じてチェックツール 毎月

インターネット領域に保存されている情報の管理・点検 支部作成のチェックシート 毎月

個人領域に情報が保存されていない旨の点検 支部作成のチェックシート 月２回以上

発送物のダブルチェックの徹底
封入者・確認者の押印欄作成及び必要に応じて
誤送付防止チェックリスト

毎回

事務処理誤り事例の朝礼での読み合わせ 本部提供の事務処理誤り一覧 週２回程度

ヒヤリハット事例の朝礼等での共有 発生の都度

個人情報に関連するマニュアル等の朝礼での読み合わせ 各種マニュアル等 年１回

その他
（任意）

自主点検前の担当者による点検の実施 自主点検項目 年２回 ５月 11月

繰り返して
の啓発

令和６年度　個人情報の適切な取扱いに向けた取組事項

実施予定時期

漏えいや紛失
の防止

≪参考≫



３（３）内部統制の強化

≪令和６年度事業計画≫

• 協会の社会的信頼の維持及び業務の公正性の確保に資するため、全職員にコンプライアンスに関する研修等を実施することにより、職員一人
ひとりのコンプライアンス意識の向上を図る。

• コンプライアンス委員会を開催し、コンプライアンスに係る取組を推進する。
• 外部相談窓口（コンプラほっとライン）等に通報・相談のあった内容について、速やかに対応し必要な是正措置を講じる。また、相談窓口の周
知及び制度に関する研修を継続的に実施しつつ、運用の問題点等を適切に把握し、その改善に努める。

• 大規模自然災害等に備え、緊急時の連絡体制等について定期的に訓練や研修を実施する。
• 業務継続計画書（ＢＣＰ）など各種マニュアル等について必要な見直しを行う。
• 事業所及び加入者等の個人情報を確実に保護するため、情報セキュリティ体制を維持しつつ、情報通信技術の高度化、サイバー攻撃の多様
化・巧妙化など、環境の変化に応じた継続的な技術的・人的対策を図る。

ⅱ コンプライアンスの徹底、災害等の対応
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≪実施結果≫

• 令和６年度コンプライアンス委員会を、6・9・12月の３回開催した（第４四半期分は４月に開催）。
• 消防計画及び災害時の初動対応マニュアルの見直しを行い、更新を行った。
• 安否確認システムによる、模擬訓練の実施（9月・3月）

≪実施策≫
• 法令等規律の遵守について認識を深めるため、コンプライアンスに関する必須研修を全職員が高い意識を持って受講するよう意識啓発を併せて行
う。また、コンプライアンス委員会を四半期に一度定期的に開催する。懲戒処分の発生等により必要が生じた際は、臨時の委員会を開催する。

• 大規模自然災害等に備え、半期に一度の模擬訓練を適切に実施する。また、公共交通機関の運休等の際、職員の安全を優先し速やかに適
切に対応する。

≪評価と課題≫

• コンプライアンス管理に関する必須研修等を確実に実施するとともに、朝礼等での事例の読み合わせ等を継続することで、職員への啓発を行っ
た。令和７年度についても、継続実施する。
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≪参考≫

4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月

①

職員面談を定期的に実施することにより、職員が自身の仕
事に対して日頃感じていることや思いを聞き取る。コミュニ
ケーションを深め、認識や方向性を合わせることで、仕事
へのやりがいにつなげる。

● ● ● ●

②
業務改善提案の募集、業務改善提案委員会の開催によ
り、職員一人ひとりの意見を引き出しモチベーションの向上
を図る。

● ● ● ●

③
職員間の交流を深めるため健康づくりの活動や、一体感を
感じられるためのレクリエーション活動などを都度開催す
る。

● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

課
題
２

前例や慣習にとらわれることなく業務
に取り組んでいる職員が全支部平均
と比較して少ない。

①
業務改善提案の募集、業務改善提案委員会の開催によ
り、全職員が業務の進め方等について改めて見直す機会
を設ける。

● ● ● ●

①
支部事務室の各出入り口に案内チラシを１枚ずつ掲示して
いるが、掲示枚数を増やし可能な限り全職員の視界に入
るよう掲示場所を追加する。

● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

②
支部コンプライアンス委員会の開催時に改めて全職員へ
周知を行う。

● ● ● ●

● ● ● ●

● ●

● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

そ
の
他

支部コンプライアンス委員会の開催

自主点検の実施

懲戒処分等の周知と発生防止策の共有

令和６年度　コンプライアンス推進活動計画

コ
ン
プ
ラ
イ
ア
ン
ス
推
進
に
向
け
た
取
組
み

自支部の課題 課題解決に向けた具体的な取組み

課
題
１

現在の自身の仕事にやりがいを感じ
ている職員が全支部平均と比較して
少ない。

課
題
３

通報・相談窓口として本部や支部の
他、外部に「コンプラほっとライン」が
あることを知っている職員が全支部
平均と比較して少ない。



３ 組織・運営体制関係

（４）費用対効果を踏まえたコスト削減等

≪令和６年度事業計画≫

• サービス水準の確保に留意しつつ全職員が適切なコスト意識を持って、競争入札や全国一括入札、消耗品の発注システムを活用した随時発
注による適切な在庫管理等を引き続き行い、経費の節減に努める。

• 調達に当たって、100万円を超える調達は一般競争入札を原則とする。また、高額な随意契約を行う場合は、調達審査委員会において調達
内容、調達方法、調達に要する費用の妥当性の審査をするとともに、ホームページに調達結果等を公表し、透明性を確保する。

• 更に、調達における競争性を高めるため、一者応札案件については、入札に参加しなかった業者に対するアンケート調査等を実施するなどにより、
案件数の減少に努める。

• また、少額随意契約の範囲内においても、可能な限り一般競争入札又は見積競争公告（ホームページ等で調達案件を公示し広く見積書の
提出を募る方法）を実施する。

■ KPI：一般競争入札に占める一者応札案件の割合について、15％以下とする

数値指標（KPI）
実績

令和5年度 滋賀支部
（参考実績）
令和5年度 全国

目標
令和6年度 滋賀支部

実績
令和6年度 滋賀支部

備考

一般競争入札に占める一者応札案件の割合 0.0％ 14.3％ 15％以下 0.0％ 令和７年３月時点
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≪実施策≫

• 調達審査委員会において予算執行等の適正化を図るとともに、ホームページ等で調達結果を公表することにより、透明性の確保に努める。
• 調達にあたっては、複数の事業者への声掛けを実施して競争を促すことにより経費の節減を図る。
• 消耗品等について適切な在庫管理を徹底し、経費削減に努める。
• 電気使用料、郵送料等についてコスト意識を持って業務を遂行する。
• 事務室の賃借料の適正水準維持に努める。
• 業務改善委員会に提案された改善案等を活用し、業務における様々なコストの適正化を図る。
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≪実施結果≫

４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月 １０月 １１月 １２月 １月 ２月 ３月

入札件数 5 0 0 0 1 1 1 1 0 1 0 0

一者応札件数 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

一者応札割合 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%

入札案件 応札状況 契約年月日

滋賀支部が発送する郵便物に関する郵便局への差出業務 2社 令和6年4月1日

血管年齢測定器の貸出事業に関する賃貸借契約 2社 令和6年4月1日

広報誌「協会けんぽしが」のデザイン、印刷、納品業務委託 4社 令和6年4月1日

糖化度測定器の貸出事業に関する賃貸借契約 2社 令和6年4月8日

令和６年度健康保険委員向け定期広報誌に係る印刷及び封入・封緘、発送業務委託 6社 令和6年4月15日

令和6年度健康アクション宣言登録に係る案内物作製・電話勧奨業務委託 6社 令和6年8月1日

令和6年度 電話による「生活習慣病予防健診の受診勧奨、定期健康診断結果データの提出勧奨」
及び「健診結果データ作成」にかかる業務委託

2社 令和6年9月4日

特定健診未受診者に対する令和6年度冬季無料健診受診勧奨にかかる案内用ダイレクトメール作製
業務委託

2社 令和6年10月16日

令和7年度生活習慣病予防健診案内等の発送にかかる業務委託 4社 令和6年11月14日

令和7年度 健診に係る支部印刷物のデザイン・印刷業務委託 3社 令和7年1月9日

≪評価と課題≫

• 令和6年度の一般競争入札に占める一社応札案件の割合は0％となり、KPIを達成した。
• 一方で、入札件数が2社の入札が全体の半分を占めていることから、公告期間の確保や複数の業者への声掛け等のさらなる取組が必要。


